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鳩山町業務委託一般競争入札執行要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により、

鳩山町が発注する業務委託に係る一般競争入札において、入札を公正かつ円滑に執行するため、

必要な事項を定めるものとする。 

（対象業務） 

第２条 一般競争入札の対象となる業務は、設計額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が3,000

万円を超えるもののほか、町長が特に指定したものとする。 

（参加資格） 

第３条 一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）は、次に定めると

おりとする。 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 鳩山町建設工事等競争入札参加者名簿又は鳩山町物品等競争入札参加者名簿に、対象とな

る業種で登載されている者であること。 

(３) 公告日から入札日までの期間に、鳩山町の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成30

年告示第84号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 

(４) 公告日から入札日までの期間に、鳩山町建設工事等暴力団排除措置要綱（平成８年告示第

72号）に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。 

(５) 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成13年総務省・法務省・経済産業省令第

２号）第13条第１項第１号に掲げる電子証明書を取得し、電子入札システムを利用するための

利用者登録が完了している者であること。 

（入札の公告） 

第４条 公告は、鳩山町業務委託一般競争入札公告（様式第１号）を電子入札システムに掲載する

ことにより行うものとする。 

（公告する事項） 

第５条 公告する内容は、次に掲げる事項とする。 

(１) 調達案件名称 

(２) 調達案件の仕様 

(３) 契約期間 

(４) 業務場所 



2/10 

(５) 入札方法 

(６) 参加資格 

(７) 入札参加資格の確認 

(８) 仕様書等に関する質問及び回答 

(９) 入札書の提出方法及び開札場所等 

(10) 入札保証金 

(11) 入札の無効 

(12) 落札者の決定等 

(13) 契約保証金 

(14) その他 

（入札参加資格の確認） 

第６条 一般競争入札に参加しようとする者（以下「参加希望者」という。）は、公告に定める期

限までに電子入札システムに記録する方法により、競争参加資格等確認申請書（様式第２号。以

下「確認申請書」という。）に一般競争入札参加資格等確認資料（様式第３号）を添付し、町長

に提出しなければならない。 

２ 町長は、参加希望者の参加資格について審査後、公告に定める日時までに競争参加資格確認通

知書を電子入札システムにより発行する。 

３ 第１項の規定により提出された確認申請書の審査の結果、参加資格を満たさない場合は、参加

希望者に対し、その理由を付して通知するものとする。 

（仕様書等に関する質問の受付） 

第７条 仕様書等に関する質問がある場合は、公告に定める日時までに質問票（様式第４号）を電

子入札システム、ファクシミリ等で提出するものとする。 

（業務説明） 

第８条 業務説明会は、原則として開催しないものとする。 

（入札保証金） 

第９条 入札保証金の納付及び免除については、鳩山町契約規則（昭和42年規則第34号。以下「契

約規則」という。）第４条及び第７条の規定に基づくものとする。 

２ 落札者以外の入札保証金及び保管有価証券については、入札の終了後還付する。ただし、落札

者の入札保証金は、当該落札者が納付すべき契約保証金にあてるものとする。 

３ 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金（その納付に代えて提供された担
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保を含む。）は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第４項の規定に基づき還付しない。 

（入札金額見積内訳書） 

第10条 入札金額見積内訳書の提出を要する入札案件の場合は、第４条に規定する公告等において

明示する。 

（入札の執行） 

第11条 入札は、あらかじめ指定した日時及び方法に従い、電子入札システムにより執行する。 

２ 入札参加資格者であっても、入札時点において参加資格がない者は入札に参加できない。 

３ 再度入札は、１回とする。 

４ 電子入札システムに記録した後は、書換え又は撤回をすることができない。 

（不調時の取扱い） 

第12条 再度入札によっても落札者がいないときは、日時を改めて指名競争入札に付するものとす

る。ただし、指名競争入札に付することができない場合は、随意契約とすることができる。 

（入札の辞退） 

第13条 参加資格者は、参加資格の確認後であっても、入札を辞退することができるものとする。 

（入札の無効） 

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 入札参加資格のない者がした入札 

(２) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率によ

る額に達しない者がした入札 

(３) 電子証明書を不正に使用した者がした入札 

(４) 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

(５) 談合その他不正行為があったと認められる入札 

(６) 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札 

(７) 紙入札による場合で、次に掲げる入札 

ア 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでない入札書による入札 

イ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

ウ 他人の代理を兼ねた者がした入札 

エ ２以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の代理をした者 

(８) 前各号に定めるもののほか、指定した事項に反した者がした入札 

（落札者の決定） 
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第15条 入札の落札者は、予定価格に110分の100を乗じて得た価格の範囲内で、最低の価格をもっ

て入札をした者とする。ただし、落札とするべき価格の入札をした者が２者以上あるときは、電

子入札システムの電子くじにより落札者を決定する。 

２ 町長は、落札者を決定したときは、電子入札システムにより入札参加者に通知する。 

（契約保証金） 

第16条 契約保証金の納付及び免除については、契約規則第16条及び第17条の規定に基づくものと

する。 

（その他） 

第17条 この要綱に定めがない事項は、鳩山町電子入札運用基準及び関連諸規程の例によるものと

する。 

附 則 

この告示は、令和５年10月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 

 


